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厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長      
                                      （ 公 印 省 略 ）  

 
 

厚生労働省保険局歯科医療管理官      
                                      （ 公 印 省 略 ）  

 
 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 
等の一部改正について 

 
 
  今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和７年１月１日から適用すること
とするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に
対して周知徹底を図られたい。 
 
                                      記 
 
別添１ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６

年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 
別添２ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和６年３

月５日保医発 0305 第８号）の一部改正について 
 
別添３ 「特定保険医療材料の定義について」（令和６年３月５日保医発 0305 第 12 号）

の一部改正について 



別添１ 
 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 
（令和６年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 

 
１ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００６－18 中の「初発の進行卵巣癌患者又は

転移性去勢抵抗性前立腺癌患者の腫瘍細胞」を「初発の進行卵巣癌患者、転移性去勢
抵抗性前立腺癌患者又は転移性、再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応と
なる乳癌患者の腫瘍細胞」に改める。 

 
２ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ２８５（10）中の「長谷川式知能評価スケー

ル」を「長谷川式知能評価スケール、ＭＭＳＥ及び神経心理検査用プログラム（視線 
の情報を連続的に収集し神経心理検査を行うもの）を用いる検査」に改める。



別添２ 
 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 
（令和６年３月５日保医発 0305 第８号）の一部改正について 

 
１ Ｉの３の 164（２）を次に改める。 

（２） 椎体形成用材料セットは、骨粗鬆症、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍に対し 

て使用した場合に、１回の手術で３セットを限度として算定できる。なお、続

発性骨粗鬆症に対して使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に従っ

て使用した場合に限り算定できる。 
 
２ Ｉの３の 164（２）の次に次を加える。 
 

（３） 骨粗鬆症に対して、１回の手術で２セット以上使用した場合は、医療上の必

要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 



別添３ 
 

「特定保険医療材料の定義について」（令和６年３月５日保医発 0305 第 12 号） 
の一部改正について 

 
１ 別表のⅡの 079（３）③アⅰ中の「原発性骨粗鬆症」を「骨粗鬆症」に改める。 

 



（別添１参考） 

 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部～第２部 （略） 

第３部 検査 

１～18 （略） 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００６－17 （略） 

Ｄ００６－18 ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 

(１) 「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行

卵巣癌患者、転移性去勢抵抗性前立腺癌患者又は転移性、

再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応となる乳

癌患者の腫瘍細胞を検体とし、次世代シーケンシングによ

り、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、ＢＲ

ＣＡ１遺伝子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った

場合に限り算定する。 

(２)・（３） （略） 

Ｄ００６－19～Ｄ０２５（略） 

第２款 （略） 

第３節 生体検査料 

 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部～第２部 （略） 

第３部 検査 

１～18 （略） 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００６－17 （略） 

Ｄ００６－18 ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 

(１) 「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行

卵巣癌患者又は転移性去勢抵抗性前立腺癌患者の腫瘍細胞

を検体とし、次世代シーケンシングにより、抗悪性腫瘍剤

による治療法の選択を目的として、ＢＲＣＡ１遺伝子及び

ＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った場合に限り算定す

る。 

 

(２)・（３） （略） 

Ｄ００６－19～Ｄ０２５（略） 

第２款 （略） 

第３節 生体検査料 



Ｄ２００～Ｄ２８４（略） 

Ｄ２８５ 認知機能検査その他の心理検査 

(１)～（９） （略） 

(10) 「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「１」の「 

イ」の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ多面的初

期認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語版ＬＳＡＳ－Ｊ、

Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケール、ＭＭＳＥ及び神

経心理検査用プログラム（視線の情報を連続的に収集し神経

心理検査を行うもの）を用いる検査のことをいい、「ロ」の

その他のものとは、ＣＡＳ不安測定検査、ＳＤＳうつ性自己

評価尺度、ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状態）自己評価尺度、

ＨＤＲＳハミルトンうつ病症状評価尺度、ＳＴＡＩ状態・特

性不安検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、ＩＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、

ＴＫ式診断的新親子関係検査、ＣＭＩ健康調査票、ＧＨＱ精

神健康評価票、ブルドン抹消検査、ＷＨＯ ＱＯＬ26、ＣＯ

ＧＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医師、看護

師又は公認心理師が検査に立ち会った場合に限る。）、ＮＰ

Ｉ、ＢＥＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特異的読字障害を対象

にしたものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣＭＩ－Ⅱ、ＭＯＣＩ

邦訳版、ＤＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴＡＩ－Ｃ状態・特性

不安検査（児童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前頭葉評価バッテリー

、ストループテスト、ＭｏＣＡ－Ｊ及びＣｌｉｎｉｃａｌ 

Ｄｅｍｅｎｔｉａ Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤＲ）のことをいう。 

(11)～（15） （略） 

Ｄ２８６～Ｄ４１９－２（略） 

第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

Ｄ２００～Ｄ２８４（略） 

Ｄ２８５ 認知機能検査その他の心理検査 

(１)～（９） （略） 

(10) 「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の「１」の「 

イ」の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ多面的初

期認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語版ＬＳＡＳ－Ｊ、

Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケール及びＭＭＳＥのこ

とをいい、「ロ」のその他のものとは、ＣＡＳ不安測定検査

、ＳＤＳうつ性自己評価尺度、ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状

態）自己評価尺度、ＨＤＲＳハミルトンうつ病症状評価尺度

、ＳＴＡＩ状態・特性不安検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、Ｉ

ＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、ＴＫ式診断的新親子関係検査、ＣＭＩ健

康調査票、ＧＨＱ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、ＷＨ

Ｏ ＱＯＬ26、ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａ

ｌｔｈ（医師、看護師又は公認心理師が検査に立ち会った場

合に限る。）、ＮＰＩ、ＢＥＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特

異的読字障害を対象にしたものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣ

ＭＩ－Ⅱ、ＭＯＣＩ邦訳版、ＤＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴ

ＡＩ－Ｃ状態・特性不安検査（児童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前

頭葉評価バッテリー、ストループテスト、ＭｏＣＡ－Ｊ及び

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｄｅｍｅｎｔｉａ Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤ

Ｒ）のことをいう。 

 

(11)～（15） （略） 

Ｄ２８６～Ｄ４１９－２（略） 

第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

 



（別添２参考） 

 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和６年３月５日保医発 0305第８号）の一部改正について 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）（以下「

算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 

１・２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～163 （略） 

164 椎体形成用材料セット 

(１) （略） 

(２) 椎体形成用材料セットは、骨粗鬆症、多発性骨髄腫又は転移性 

骨腫瘍に対して使用した場合に、１回の手術で３セットを限度と 

して算定できる。なお、続発性骨粗鬆症に対して使用する場合は

、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算 

定できる。 

(３) 骨粗鬆症に対して、１回の手術で２セット以上使用した場合 

は、医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する 

こと。 

165～230 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）（以下「

算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 

１・２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～163  （略） 

164 椎体形成用材料セット 

(１) （略） 

(２) 椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は１回の 

手術に対し１セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場 

合は３セットを限度として算定する。 

 

 

（新設） 

 

 

165～230 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

 



（別添３参考） 

 

「特定保険医療材料の定義について」（令和６年３月５日保医発 0305第 12号）の一部改正について 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～078 （略） 

079 骨セメント 

(１)・(２) （略） 

(３) 機能区分の定義 

①・② （略） 

③ 脊椎・大腿骨頸部用 

次のいずれにも該当すること。 

ア 次のいずれかに該当すること。 

ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮 

椎体形成術に使用するものであること。 

ⅱ・ⅲ （略） 

イ （略） 

080～230 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～078 （略） 

079 骨セメント 

(１)・(２) （略） 

(３) 機能区分の定義 

①・② （略） 

③ 脊椎・大腿骨頸部用 

次のいずれにも該当すること。 

ア 次のいずれかに該当すること。 

ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対す 

る経皮椎体形成術に使用するものであること。 

ⅱ・ⅲ （略） 

イ （略） 

080～230 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

 


